
使用禁止農薬回収のお知らせ 
 

 ケルセン剤およびベンゾエピン剤は使用禁止農薬

に指定されており、メーカーが回収を行っています。 

下記の対象製品をお持ちの方は、お買い求めの販売店

または最寄りの農協にご相談ください。 
 

ケルセン剤 ベンゾエピン剤 

ケルセン水和剤３３ 

ダニキール水和剤 

ケルセン乳剤４０ 

バンマイト乳剤 

ダブル乳剤 

ダニデン乳剤 

ペスタンＫ乳剤 

ケルセン粉剤３ 

ダブル粉剤 

ジメトエートＫ粉剤 

ジメマイト粉剤 

ペスタンＫ粉剤 

サンマイト粉剤 

エカエース粉剤 

ケルセンＥＣ 

マリックス水和剤 

マリックス乳剤 

マリックス粉剤 

マリックス粒剤３ 

マリックスベイト 

マックーＤ乳剤 

チオダン水和剤 

チオダン乳剤 

チオダン粉剤 

チオポン乳剤 

チオポン粉剤 

ラズベン粒剤 

※使用禁止指定日 

  ケルセン：平成２２年３月３１日 

  ベンゾエピン：平成２４年３月末に指定予定 
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